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学生諸君へ
平成22年度からの卒後臨床研修制度　変更の要点

ならびに本学卒後研修プログラム案について

平成21年7月1日

弘前大学医学部附属病院

卒後臨床研修センター

加藤博之

すでにご存知のように、平成22年度から卒後臨床研修制度が大きく変更になります。新制度の要点は以下に示す通りですが、これを踏まえ本学では、別紙のような「プログラムＡ」、「プログラムＢ」、「プログラムＣ」、「プログラムＤ」、「プログラムE（小児科コース）」、「プログラムF（産婦人科コース）」の６つの研修プログラムを作成し、現在、厚生労働省へ認可申請中です。従って本資料で示した内容は、今後、厚生労働省からの指示により、（定員を含め）変更がありうることをお含みおき下さい。プログラムの正式な認可の時期は、厚生労働省によれば「8月中」とのことです。正式に認可され次第、ホームページでお知らせ致しますと共に、例年好評を頂いております案内用パンフレット「君の未来がここにある」の平成22年度版を作成する予定です。
＜新制度の要点＞
	1． 研修期間は2年間で、変更なし。

２．研修科目

（１）「必修科目」および研修時期：内科6ヶ月（1年次）、救急3ヶ月（1年次）、地域医療1ヶ月（2年次）が必修。

（２）「選択必修科目」として、産婦人科、小児科、精神科、外科、麻酔科のうち２つを選んで必修。ただし期間や研修時期についての定めはない。

3． 研修到達目標は従来と変更なし

従来、2年間で修得、経験すべき延べ200数十項目が、研修到達目標として定められていたが、これについては平成22年度も変更はない。従って、例えば「分娩を経験すること」、「統合失調症の入院症例についてレポートを作成すること」などの、研修医としての義務は、引き続き課されることになる。

4． 募集人員が20名以上の研修病院は、将来産科医になることを希望する者のためのコース（産婦人科コース：定員2名以上）、または将来小児科医になることを希望する者のためのコース（小児科コース：定員2名以上）を設置する必要がある。




＊メンター制度について
本学附属病院には、メンター制度というユニークな制度があります。以下、本制度について説明致します。

1． メンターとは
研修医が2年間の研修期間を通じて、困ったときの相談役となる医師のことです。「メンター」という語は、もともとはギリシア神話に登場する賢者「メントール」が語源です。オデュッセウス王の友人で助言者であり、王の息子テレマコスの師も務めたと言われています。転じて現在では「メンター」は、良き助言者、指導者、顧問という意味として、一般企業等で広く使われています。
2． 本プログラムにおけるメンター及びメンター科の位置づけ
研修医が研修を開始するにあたり、本院の以下の科の指導医の中から、自分の最も信頼する医師をメンターとして指名することができます。そして医師生活のスタートを切る当初の１ヶ月間をメンターの所属する科で、メンターによる直接の指導を受けることができます。メンター科研修は、選択科の一環として位置づけられます。メンター科終了後は各科をローテーションして研修を行いますが、その間もメンターは研修医の希望に応じて、研修修了まで相談役を務めます。
なお、メンターを指名することは義務ではありません。もしメンターを指名しない場合には、研修医と卒後臨床研修センターが相談して、研修を開始する科を決定いたします。

メンターを指名できる科の一覧

一内、二内、三内、神内、腫内、放射線、小、精、麻、救急、一外、二外、小外、産婦、整、泌、脳、形、皮、耳、眼のいずれか

（これらの各科は、あらかじめメンター候補となる指導医氏名やそのプロフイールを、可能な範囲で研修希望者（即ち6年次医学生）に対し公開する）
3． メンター科における習得事項について
メンター科での研修期間中に研修医が習得すべき内容は、以下のような医師としての基礎をなす、その後の研修生活を円滑に行うための基盤を形成することに力点を置くものとします。
（1） 患者さんとのコミュニケーションのとり方
（2） 医療面接の仕方
（3） 身体診察法
（4） カルテ記載法
（5） 処方箋、注射箋の書き方
（6） 病棟における指示の出し方
（7） 採血、点滴等の病棟における日常的処置
（8） 上記事項における安心と安全面への配慮　

など
（メンターが外科系指導医である場合には、これらに加えて、手術に関連する初歩的日常業務を含む）

平成22年度「プログラムA」案

定員：10名

ローテート案

1年次　本学附属病院

	メンター科

1ヶ月
	選択必修１
1ヶ月
	選択必修２
1ヶ月
	救急

3ヶ月

	内科１

2ヶ月

	内科２

2ヶ月


	内科３

2ヶ月



2年次　本学附属病院

	地域医療

1ヶ月
	選択　9ヶ月


	仕上げ選択1

1ヶ月
	仕上げ選択2

1ヶ月


コースの内容

1． 「メンター科」：下記のいずれかの科に属する指導医を、研修医がメンターとして指名することができ、当該科で初歩的な医師としての診療の手ほどきを直接受けることができる。メンター科は、選択研修の一環と位置づける。メンター科研修終了後、他科ローテート中も、研修医の希望に応じてメンターは研修医の相談役を務める。

・メンター科：一内、二内、三内、神内、腫内、放射線、小、精、麻、救急、一外、二外、小外、産婦、整、泌、脳、形、皮、耳、眼のいずれか

・メンターを指名することは義務ではない。もしメンターを指名しない場合には、研修医と卒後臨床研修センターが相談して、研修を開始する科を決定する。

２．「選択必修１」、「選択必修２」は、産婦人科、小児科、精神科、外科（一外、二外、整、泌、脳、形、皮、耳、眼、小外のいずれか）、麻酔科のうち２つを選択。

３．「救急」：原則として救急部（平成22年7月以降は高度救命救急センター）に所属して研修を行う。ただし全身管理や気道管理の習得を目的として、救急研修の一部を集中治療部、手術部で行うことがある。

４．「内科１」、「内科２」、「内科３」は、一内、二内、三内、神内、放射線のうち3つを選択。ただし「神内＋放射線」の組合せは不可。

５．「地域医療」：本学の指定する研修協力施設の中から選択して研修を行なう

６．2年次「選択」は、院内のあらゆる科から最短1ヶ月を単位として選ぶことができる。9ヶ月すべてを、同一科を選んでもよい。また2ヶ月を限度として、選択として更に「地域医療」を履修することも可能である。この場合の研修先として研修協力施設ならびに国立病院機構弘前病院ならびに健生病院を含む。

７．「仕上げ選択１」、「仕上げ選択２」は、それまでの研修内容と目標到達度をふまえ、不充分と思われる分野があれば、院内のあらゆる科から1ヶ月を単位として選択し、研修全体として研修到達目標を達成することを担保する。選択にあたり、研修医と卒後臨床研修センターは充分に協議する。特に1年次「選択必修１」、「選択必修２」で産婦人科、精神科を研修しなかった研修医は、これらの科の研修を必要とする可能性がある。

もちろん、それまでの研修で充分到達目標を達成できていると判断される場合には、「選択」に準じて科を決定する。

· 上に図示したローテート案はあくまで一例であり、1年次、2年次各々の年度における各科の研修順序は、入れ替えることが可能である。ただし2年次「仕上げ選択」は、その性質上2年次後半に置くことが望ましい。

＊上記の説明における各科の名称、略称は一部旧称によった。正式には、以下のとおりである。以下のプログラムの説明文においても同様である

一内：消化器内科・血液内科・膠原病内科

二内：循環器内科・呼吸器内科・腎臓内科

三内：内分泌内科・糖尿病代謝内科・感染症科

神内：神経内科

腫内：腫瘍内科

放射線：放射線科

小：小児科

精：神経科精神科

麻：麻酔科

救急：救急部

一外：呼吸器外科・心臓血管外科

二外：消化器外科・乳腺外科・甲状腺外科

小外：小児外科

産婦：産科婦人科

整：整形外科

泌：泌尿器科

脳：脳神経外科

形：形成外科

皮：皮膚科

耳：耳鼻咽喉科

眼：眼科

平成22年度「プログラムB」案

定員：10名

ローテート案

1年次　本学附属病院

	メンター科

1ヶ月
	内科１

2ヶ月

	内科２

2ヶ月

	内科３

2ヶ月

	救急

3ヶ月

	選択必修 １
1ヶ月
	選択必修 ２
1ヶ月


2年次　研修協力病院

	地域医療

1ヶ月
	選択　11ヶ月




コースの内容

2． 「メンター科」：下記のいずれかの科に属する指導医を、研修医がメンターとして指名することができ、当該科で初歩的な医師としての診療の手ほどきを直接受けることができる。メンター科は、選択研修の一環と位置づける。メンター科研修終了後、他科ローテート中も、研修医の希望に応じてメンターは研修医の相談役を務める。

・メンター科：一内、二内、三内、神内、腫内、放射線、小、精、麻、救急、一外、二外、小外、産婦、整、泌、脳、形、皮、耳、眼のいずれか

・メンターを指名することは義務ではない。もしメンターを指名しない場合には、研修医と卒後臨床研修センターが相談して、研修を開始する科を決定する。

２．「内科１」、「内科２」、「内科３」は、一内、二内、三内、神内、放射線のうち3つを選択。ただし「神内＋放射線」の組合せは不可。

３．「救急」：原則として救急部（平成22年7月以降は高度救命救急センター）に所属して研修を行う。ただし全身管理や気道管理の習得を目的として、救急研修の一部を集中治療部、手術部で行うことがある。

４．「選択必修１」、「選択必修２」は、産婦人科、小児科、精神科、外科（一外、二外、整、泌、脳、形、皮、耳、眼、小外のいずれか）、麻酔科のうち２つを選択。ただし研修医ごとに、可能な限り2年次研修予定病院と卒後臨床研修センターが連絡を取り合い、2年次研修の「選択」科を考慮しながら決定するように努める。こうすることで研修修了までに研修到達目標を達成することを担保する。

５．「地域医療」：本学の指定する研修協力施設の中から選択して研修を行なう。

６．2年次「選択」科の決定にあたっては、各研修協力病院と各研修医の意向が合致することを原則とし、その調整は卒後臨床研修センターが行なう。

· 上に図示したローテート案はあくまで一例であり、1年次、2年次各々の年度における各科の研修順序は、入れ替えることが可能である。

プログラムＢ　研修協力病院一覧

	· 青森県立中央病院

· 市立函館病院

· 八戸市立市民病院

· 青森市民病院

· 大館市立総合病院

· 国立病院機構弘前病院

· 西北中央病院

· 黒石病院

· 青森労災病院

· 十和田市立中央病院

· 弘前市立病院

· 三沢市立三沢病院


上記以外に、マッチング結果等の状況によりむつ総合病院も受け入れる場合がある。
平成22年度「プログラムC」案

定員：10名

ローテート案

1年次　研修協力病院

	内科

6ヶ月

	救急

3ヶ月

	選択必修１
1ヶ月
	選択必修２
1ヶ月
	選択

1ヶ月



2年次　本学附属病院

	地域医療

1ヶ月
	選択　9ヶ月


	仕上げ選択1

1ヶ月
	仕上げ選択2

1ヶ月


コースの内容

１．1年次「救急」：内科や外科等の院内のいずれかの科に所属しながら、救急患者の診療に従事することにより、救急医療を修得する。

２．1年次「選択必修１」、「選択必修２」は、原則として産婦人科、小児科、精神科、外科、麻酔科のうち２つを選択する。ただし各病院における開設科等の事情により、1年次に選択必修科を１つしか研修しなかった場合には、2年次「仕上げ選択１」または「仕上げ選択２」で、残りの選択必修科の研修を行う。

３．「地域医療」：本学の指定する研修協力施設の中から選択して研修を行なう。

４．2年次「選択」は、院内のあらゆる科から最短1ヶ月を単位として選ぶことができる。9ヶ月すべてを、同一科を選んでもよい。また2ヶ月を限度として、選択として更に「地域医療」を履修することも可能である。この場合の研修先として研修協力施設ならびに国立病院機構弘前病院ならびに健生病院を含む。

なお選択科の指導医の中からメンターを指名し、メンター科と位置づけた選択科から2年次研修を開始することも可能である。
３．「仕上げ選択１」、「仕上げ選択２」は、それまでの研修内容と目標到達度をふまえ、不充分と思われる分野があれば、院内のあらゆる科から1ヶ月を単位として選択し、研修全体として研修到達目標を達成することを担保する。選択にあたり、研修医と卒後臨床研修センターは充分に協議する。特に1年次研修で「選択必修」に相当する産婦人科、小児科、精神科、外科、麻酔科のうちの２科について未研修科目がある場合には、これらの科の研修を行なう必要がある。また1年次研修で産婦人科、精神科を研修しなかった研修医は、研修到達目標の観点から、これらの科の研修を必要とする可能性がある。

もちろん、それまでの研修で「選択必修」２科の研修を行っており、かつ充分到達目標を達成できていると判断される場合には、「選択」に準じて科を決定する。

· 上に図示したローテート案はあくまで一例であり、1年次、2年次各々の年度における各科の研修順序は、入れ替えることが可能である。ただし2年次「仕上げ選択」は、その性質上2年次後半に置くことが望ましい。

プログラムＣ　研修協力病院一覧

	・市立函館病院

· 大館市立総合病院

· 国立病院機構弘前病院

· 西北中央病院

· 黒石病院

· 青森労災病院

· 弘前市立病院

· 三沢市立三沢病院

· 健生病院


上記以外に、マッチング結果等の状況によりむつ総合病院も受け入れる場合がある。
平成22年度「プログラムD」案

定員：6名

ローテート案

1年次　本学附属病院

	メンター科

1ヶ月
	選択必修１
1ヶ月
	選択必修２
1ヶ月
	救急

3ヶ月

	内科１

2ヶ月

	内科２

2ヶ月


	内科３

2ヶ月



2年次　本学附属病院6ヶ月＋研修協力病院6ヶ月

	地域医療

1ヶ月
	選択
3ヶ月
	仕上げ選択1

1ヶ月
	仕上げ選択2

1ヶ月
	研修協力病院

選択

6ヶ月


コースの内容

3． 「メンター科」：下記のいずれかの科に属する指導医を、研修医がメンターとして指名することができ、当該科で初歩的な医師としての診療の手ほどきを直接受けることができる。メンター科は、選択研修の一環と位置づける。メンター科研修終了後、他科ローテート中も、研修医の希望に応じてメンターは研修医の相談役を務める。

・メンター科：一内、二内、三内、神内、腫内、放射線、小、精、麻、救急、一外、二外、小外、産婦、整、泌、脳、形、皮、耳、眼のいずれか

・メンターを指名することは義務ではない。もしメンターを指名しない場合には、研修医と卒後臨床研修センターが相談して、研修を開始する科を決定する。

２．「選択必修１」、「選択必修２」は、産婦人科、小児科、精神科、外科（一外、二外、整、泌、脳、形、皮、耳、眼、小外のいずれか）、麻酔科のうち２つを選択。

３．「救急」：原則として救急部（平成22年7月以降は高度救命救急センター）に所属して研修を行う。ただし全身管理や気道管理の習得を目的として、救急研修の一部を集中治療部、手術部で行うことがある。

４．「内科１」、「内科２」、「内科３」は、一内、二内、三内、神内、放射線のうち3つを選択。ただし「神内＋放射線」の組合せは不可。

５．「地域医療」：本学の指定する研修協力施設の中から選択して研修を行なう

６．2年次「選択」は、院内のあらゆる科から最短1ヶ月を単位として選ぶことができる。3ヶ月すべてを、同一科を選んでもよい。

７．「仕上げ選択１」、「仕上げ選択２」は、それまでの研修内容と目標到達度をふまえ、不充分と思われる分野があれば、院内のあらゆる科から1ヶ月を単位として選択し、研修全体として研修到達目標を達成することを担保する。選択にあたり、研修医と卒後臨床研修センターは充分に協議する。特に1年次「選択必修１」、「選択必修２」で産婦人科、精神科を研修しなかった研修医は、研修到達目標の観点から、これらの科の研修を必要とする可能性がある。

もちろん、それまでの研修で充分到達目標を達成できていると判断される場合には、「選択」に準じて科を決定する。

８．「研修協力病院　選択」は、2年次後半の６ヶ月間を、以下の研修協力病院の中から１施設を選んで履修する。研修を行う科について研修医の意向と病院の意向が一致すれば、自由に選択することができる。

＊上に図示したローテート案はあくまで一例であり、1年次における各科の研修順序は、入れ替えることが可能である。2年次前半の研修も同様であるが、「仕上げ選択」は、その性質上2年次５ヶ月目と6ヶ月目に置くことが望ましい。

プログラムD　研修協力病院一覧

	・大館市立総合病院

· 国立病院機構弘前病院

· 西北中央病院

· 黒石病院

· 弘前市立病院

· 三沢市立三沢病院

· 国立病院機構青森病院

· 健生病院

· 弘前記念病院

· 弘前脳卒中センター


平成22年度「プログラムE（小児科コース）」案

定員：2名

ローテート案

1年次　本学附属病院

	小児科

1ヶ月
	選択必修１
1ヶ月
	選択必修２
1ヶ月
	救急

3ヶ月

	内科１

2ヶ月

	内科２

2ヶ月


	内科３

2ヶ月



2年次　本学附属病院

	地域医療

1ヶ月
	小児科　9ヶ月


	仕上げ選択1

1ヶ月
	仕上げ選択2

1ヶ月


コースの内容

１．「選択必修１」、「選択必修２」は、産婦人科、小児科、精神科、外科（一外、二外、整、泌、脳、形、皮、耳、眼、小外のいずれか）、麻酔科のうち２つを選択。

２．「救急」：原則として救急部（平成22年7月以降は高度救命救急センター）に所属して研修を行う。ただし全身管理や気道管理の習得を目的として、救急研修の一部を集中治療部、手術部で行うことがある。
３．「内科１」、「内科２」、「内科３」は、一内、二内、三内、神内、放射線のうち3つを選択。ただし「神内＋放射線」の組合せは不可。

４．「地域医療」：本学の指定する研修協力施設の中から選択して研修を行なう。

５．「仕上げ選択１」、「仕上げ選択２」は、それまでの研修内容と目標到達度をふまえ、不充分と思われる分野があれば、院内のあらゆる科から1ヶ月を単位として選択し、研修全体として研修到達目標を達成することを担保する。選択にあたり、研修医と卒後臨床研修センターは充分に協議する。特に1年次「選択必修１」、「選択必修２」で産婦人科、精神科を研修しなかった研修医は、これらの科の研修を必要とする可能性がある。

もちろん、それまでの研修で充分到達目標を達成できていると判断される場合には、引き続き小児科の研修を行うことが可能である。

· 上に図示したローテート案はあくまで一例であり、1年次、2年次各々の年度における各科の研修順序は、入れ替えることが可能である。ただし本コースの性質上、当然1年次研修は小児科から開始すべきである。また2年次「仕上げ選択」は、その性質上2年次終盤に置くことが望ましい。

平成22年度「プログラムF（産婦人科コース）」案

定員：2名

ローテート案

1年次　本学附属病院

	産婦人科

1ヶ月
	選択必修１
1ヶ月
	選択必修２
1ヶ月
	救急

3ヶ月

	内科１

2ヶ月

	内科２

2ヶ月


	内科３

2ヶ月



2年次　本学附属病院

	地域医療

1ヶ月
	産婦人科　10ヶ月


	仕上げ選択

1ヶ月


コースの内容

１．「選択必修１」、「選択必修２」は、産婦人科、小児科、精神科、外科（一外、二外、整、泌、脳、形、皮、耳、眼、小外のいずれか）、麻酔科のうち２つを選択。

２．「救急」：原則として救急部（平成22年7月以降は高度救命救急センター）に所属して研修を行う。ただし全身管理や気道管理の習得を目的として、救急研修の一部を集中治療部、手術部で行うことがある。
３．「内科１」、「内科２」、「内科３」は、一内、二内、三内、神内、放射線のうち3つを選択。ただし「神内＋放射線」の組合せは不可。

４．「地域医療」：本学の指定する研修協力施設の中から選択して研修を行なう。

５．「仕上げ選択」は、それまでの研修内容と目標到達度をふまえ、不充分と思われる分野があれば、院内のあらゆる科から1ヶ月を単位として選択し、研修全体として研修到達目標を達成することを担保する。選択にあたり、研修医と卒後臨床研修センターは充分に協議する。特に1年次「選択必修１」、「選択必修２」で精神科を研修しなかった研修医は、精神科の研修を必要とする可能性がある。

もちろん、それまでの研修で充分到達目標を達成できていると判断される場合には産婦人科の研修を行うことが可能である。

· 上に図示したローテート案はあくまで一例であり、1年次、2年次各々の年度における各科の研修順序は、入れ替えることが可能である。ただし本コースの性質上、当然1年次研修は産婦人科から開始すべきである。また2年次「仕上げ選択」は、その性質上2年次終盤に置くことが望ましい。
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